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豊臣秀吉の死後の政局は、既に失敗が明白となっていた朝鮮出兵の後始末を当面の課題とし、徳川家康・石田
三成の対立を背景として展開した。秀吉の路線を推進する三成に、諸大名は不満を募らせ、それを関ヶ原の戦
いにおける家康の支持という形で現した。結果、家康は実質的な天下人となり、江戸幕府を開くに至った。 

 

 
 
 

 

○江戸幕府の成立 
●関ヶ原の戦いと江戸時代の幕開け 
(１)       は織田信長と同盟し、東海地方での勢力を伸ばした。 

⇒豊臣政権下の 1590 年、（１）は勢力基盤を関東に移した。 
 
また、豊臣政権下の（１）は五大老筆頭の地位にあった。 

⇒1598 年に豊臣秀吉が死去すると、（１）はその地位をさらに高め、 
豊臣政権の存続を望む五奉行の石田三成と対立した。 

 
1600 年、(２)           
…（１）らの東軍と石田三成らの西軍の戦いで、東軍の勝利 
…東軍は（１）・福島正則・黒田長政ら、 
西軍は石田三成・五大老毛利輝元

てるもと
（盟主）・小西行長ら 

 
（１）は、西軍の諸大名に対する処分として、 
領地を没収する(３)     や削減する(４)     をおこなった。 

→この結果生じた空白地を東軍の諸大名に割り当てた。 
→（１）は、諸大名の配置決めを通じて全国支配を強め、 
1603 年、(５)         の宣下を受けて支配の正当性を得た。 

⇒江戸幕府が開かれ、以降 1868 年までを江戸時代と呼ぶ。 
 

●支配と将軍職世襲の表明 
徳川家康は、次の①②を実施することで支配者であることを知らしめた。 

①江戸城とその市街地造成の普
ふ
請
しん
 

②国ごとの地図国
くに
絵図
え ず
と村ごとの石高

こくだか
を郡単位で記載する郷 帳

ごうちょう
の作成 

 
1605 年、徳川家康は将軍職を辞し、子(６)       に将軍宣下を受けさせた。 

⇒将軍職が徳川氏の世
せ
襲
しゅう
であることを天下に示した。 

◇家康は駿府
すんぷ
に移り、大御所

おおごしょ
（前将軍）として実権を引き続き掌握 

 

●新秩序への抵抗と元和偃武 
豊臣氏は依然大坂城に住み、徳川家康の圧力を拒み続けた。 

⇒1614～15年、(７)       （大坂冬の陣・夏の陣） 
…(８)      の 鐘

しょう
銘
めい
を口実に、豊臣秀吉の次子(９)       を滅ぼした戦い 

◇元和偃
えん
武
ぶ
…江戸幕府が発した、応仁の乱以来の大規模な軍事衝突の終結宣言 

幕藩体制の成立  
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図３ 方広寺鐘銘

図２ 関ヶ原の戦い（家康の陣）
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○幕藩体制 
●大名の分類 
将軍と主従関係を結んだ石高(10)   万石以上の武士を(11)     （藩主）と呼ぶ。 

⇒（11）は将軍との親疎関係で３つに分類される。 
①(12)     …徳川氏一門の大名 
       …御三家の(13)     家・(14)     家・(15)     家が代表的 

②(16)     …関ヶ原の戦い以前から徳川氏に従っていた大名 
       …石高は小さいが要所に置かれ、要職に就任 
③(17)     …関ヶ原の戦い前後に徳川氏に従った大名 
       …石高は大きいが辺境に配置 
◇藩…明治時代に成立した、江戸時代の大名の領地の呼称（幕府開設時は約 180藩） 
 

●大御所家康の政策 
大御所となった徳川家康は、次の①②の政策をおこなった。 

①1615 年、(18)          
…大名の居城を１つに限定させる法令 

②1615 年、(19)         （元
げん
和
な
令） 

…「文武弓馬の道」に励ませるなど、大名を厳しく統制する法令 
…家康が金

こん
地
ち
院
いん
崇
すう
伝
でん
に起草させ、将軍徳川秀忠の名で発布 

 

●２代将軍秀忠の政策 
家康の死後、２代将軍(20)       は、次の①②の政策をおこなった。 

①1617 年、大名・公家・寺社に領地の確認文書を発給 
…全国の土地所有者であることを明示する文書 

②1619 年、外様大名福島正則
まさのり

の改易 
…武家諸法度の違反に対する重い処分を周知 

⇒1623 年、（20）は将軍職を辞し、大御所として幕府の基礎を固めた。 
 

●３代将軍家光の政策 
秀忠の死後、３代将軍(21)       は、次の①～③の政策をおこなった。 

①1632 年、肥後の外様大名加藤氏の処分 
②1634 年、30 万人の軍勢を率いて上洛 
…統一した(22)     を大名に賦課し、軍事指揮権の所有を明示 

③1635 年、(23)         （寛永
かんえい

令） 
…大名に国元

くにもと
と江戸

．．
とを１年交代で往復する(24)       を義務づけ、 

大名の
．．．

妻子の江戸定住を
．．．．．．．．

強制
．．
（諸経費は全て大名の負担

．．．．．
） 

 …海外渡航の制限に関連し、500 石以上の船の建造を禁止 
 
種々の政策を通じて、（21）の頃までに将軍と大名の主従関係が確立した。 

⇒幕府（将軍）を頂点に、大名が幕府の命令に従い、 
土地と人民を統治する体制を(25)       という。 

図４ 金地院崇伝

図５ 徳川家康 

図６ 徳川秀忠 

図７ 徳川家光 


